
＜問題１＞（配点：１） 

次のＡからＥまでのうち、下線部分が正しいものには○、誤っているもの

には×を付した場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 東京にある電機メーカーＡのＸ部長は、台湾での携帯電話の規格認証試

験を受けるため、輸出令別表第１の９の項（７）に該当する試作機αを台湾

の試験機関Ｂへ携行する。当該試作機αの価額が、１８０，０００円であ

る場合、輸出令第４条第１項第五号の少額特例を適用することができる。

なお、当該試作機αは、告示貨物ではない。 

Ｂ 大阪にある電機メーカーＡのＸ部長は、フランスの標準化団体Ｂに対し

次世代通信システムの標準化提案を行うためアクセス技術αを提供する予

定である。当該アクセス技術αが外為令別表の９の項（２）に該当する場合、

貿易外省令第９条第２項第十一号の「工業所有権の出願又は登録」を適用す

ることができる。 

Ｃ 名古屋にある電機メーカーＡのＸ部長は、マレーシアにあるサーバーの

生産委託先であるメーカーＢに対し、外為令別表の７の項（１）に該当する

技術αを提供する予定である。電機メーカーＡは、当該技術αを、平成２

４年９月に取得した一般包括役務取引許可を適用して、メーカーＢに提供

することができる。 

Ｄ 東京にある製鉄メーカーＡのＸ部長は、タイの空港の待合室で、外国ユ

ーザーリストに掲載されているパキスタンの団体Ｂ（懸念区分は、ミサイ

ル）に勤めているＹ研究員と偶然会った。そこで、Ｙ研究員から、リスト規

制に該当しないマルエージング鋼（懸念される用途は、核兵器、ミサイル）

の製造方法について、質問を受けたので、口頭で説明をした。この場合、

口頭での説明は、キャッチオール規制の対象にはならない。 

Ｅ 東京にある電機メーカーＡのＸ部長は、試作したデジタル複合機Ｘ（輸出 

令別表第１の１６の項に該当）とそのデジタル複合機Ｘを使用するために特 

別に設計したソフトウエアα(ソースコードは公開されていない。)を台湾 

の生産委託先であるメーカーＢに輸出・提供する予定である。当該ソフト 

ウエアαは、外為令別表の９の項（１）に該当する場合、貿易外省令第９条 

第２項第十四号ハの貨物内蔵プログラムの特例を適用することができる。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

２．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

３．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 



＜問題２＞（配点：１） 

次のＡからＥまでのうち、下線部分の説明が正しいものには○、誤ってい

るものには×を付した場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 東京にある電機メーカーＡのＸ技術部長は、カリフォルニアにあるＩＴ 

メーカーＢの要請を受け、渡米し、２，３日滞在する予定である。その 

際、輸出令別表第１の７の項に該当する検査装置αを日本から持ち出し、 

現地で検査後、日本に持ち帰る予定である。この場合、電機メーカーＡ 

が、ＡＴＡ条約第１条（ｄ）に規定するＡＴＡカルネを取得すれば、無償告 

示第一号の規定が適用できるので、当該検査装置αを日本から持ち出す 

際、輸出許可は不要である。 

Ｂ 大阪にある貿易会社Ａは、平成２３年３月１日に当時の「一般包括輸出許 

可」を有効期限３年で取得した。貿易会社Ａが、平成２５年２月２６日に 

特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可に更新する場 

合、包括許可取扱要領によれば、有効期限の３ヶ月前でなくても更新する 

ことができる。  

Ｃ 東京にあるコンサルティング会社ＡのＸ技術部長は、旧ソ連の科学者 

で、現在は、ドバイに住んでいるＹ氏より、外為令別表の１の項に該当す 

る戦闘機のエンジンの製造技術を売りたいと言われた。コンサルティング 

会社Ａでは、いくつか有力な顧客を知っていたので、一旦、南アフリカに 

ある子会社Ｂに当該技術が入ったＣＤ－ＲＯＭを３０万ドルで購入させ、 

その後、子会社Ｂに指示して当該技術をパキスタンにある武器メーカーＣ 

に１００万ドルで売却する契約を取り纏めた。コンサルティング会社Ａ 

は、一連の取引について、特に報酬を受け取っていないのであれば、貿易 

外省令第９条第２項第五号が適用されるので、外為法第２５条第１項に基 

づく許可を取得する必要はない。 

Ｄ 大阪にあるプラントメーカーＡは、中国にあるメーカーＢと外為令別表   

の３の項に該当する熱交換器の製造技術を提供する契約を締結した。プラ 

ントメーカーＡが役務取引許可申請をする際、提出書類通達では、「契約 

書は、原則として、政府の許可が得られるまで契約が発効しない旨の規定 

を盛り込んだものであること。」とは規定されていないので、当該規定の 

ない契約書で、役務取引許可申請をすることにした。 

Ｅ 東京にあるソフトメーカーＡは、輸出令別表第１の９の項（７）に該当す 

る暗号集積回路が設計できるＣＡＤソフトを販売している。このソフト 

は、外為令別表の９の項（１）、貨物等省令第２１条第１項第七号に該当す 

る機能を有するが、秋葉原にあるＣＡＤソフトの専門店に行けば、誰でも 

購入ができ、特に専門家の支援も必要なく使用することができる。東京に 

あるメーカーＢが、このソフトを秋葉原にあるＣＡＤソフト専門店で購入 



し、メキシコにある海外子会社Ｃに１０セット送る場合、このソフトは市 

販されているので、貿易外省令第９条第２項第十四号イの規定により、役 

務取引許可は不要である。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ× Ｅ○ 

２．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

３．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ× Ｅ× 

 

 



＜問題３＞（配点：１） 

次のＡからＤのうち、正しいものには○、誤っているものには×を付した

場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 日本にあるＡ社がドイツにあるＢ社に外為令別表の８の項（１）に該当す 

る技術資料Ｘを提供する取引に合意した。たまたまドイツにＡ社の社員が出 

張中であったので、同社員へ当該資料ＸをＥメールしておき、役務取引許可 

を取得後に同社員からＢ社へ渡すことにした。この場合、ドイツに出張中の 

Ａ社社員に当該資料ＸをＥメールする送信行為自体は、同じ組織内での行為 

なので、外為法第２５条の規制対象外である。 

Ｂ 日本にあるＡ社は、ドイツにある子会社Ｂ社に外為令別表の８の項（１） 

に該当するコンピュータの設計業務を移管することにした。そのため、Ｂ社 

の社員Ｘを日本へ１年間長期出張させ、Ａ社の京都にある工場において技術 

研修を受けさせることにし、以下の輸出管理の方針を立てた。 

（Ａ社の方針）：「Ｘ氏は来日後６カ月未満の間は非居住者なので技術研修に 

際して輸出管理を厳格に行う。日本滞在が６カ月以上になると居住者となる 

ので、６カ月に達した時点で輸出管理を解除する。」 

このＡ社の方針は、妥当である。 

Ｃ 札幌にあるＡ社は、中国にあるＢ社からプログラムＸを購入し、ベトナム 

にあるＣ社に販売することになった。当該プログラムは外為令別表の８の項 

（１）に該当する。当該プログラムＸは、Ｂ社が、約１年前に、東京にある 

Ｄ社から購入したものである。Ａ社からＣ社への提供ルートとしては、日本 

を経由せずにＢ社からＣ社へ直接送付してもらうことにした。このＡ社から 

Ｃ社へのプログラムの販売は、当該プログラムがもともと日本のＤ社からＢ 

社へ販売されたものであるから、外国間等技術取引の規制対象として検討す 

る必要がない。 

Ｄ Ａ社とＢ社は、共に東京にある企業である。Ａ社はインドネシアの携帯電 

話会社Ｃ社から、携帯電話の通信システムを構築する案件を受注し、Ｂ社は 

Ａ社との契約に基づき、当該通信システムの中核機器をＣ社に納入する。ま 

た、これに伴って、インドネシアにおいてＢ社は、Ａ社に技術支援をする契 

約になっている。この場合、Ｂ社からＡ社への技術支援の中に、外為令別表 

の９の項に該当する技術がある場合、Ｂ社は、役務取引許可を取得する必要 

がある。 

 



１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ×  

２．Ａ○ Ｂ○ Ｃ× Ｄ○  

３．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ×  

４．Ａ× Ｂ× Ｃ○ Ｄ○  

５．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ○  

 



＜問題４＞（配点：１） 

次のＡからＥのうち、誤っている説明の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 東京にある電機メーカーＡは、市販している自社製品の取扱説明書を自社 

のホームページに掲載している。ただ、このような取扱説明書をダウンロー 

ドする人は、通常、その製品を購入したユーザーに限られているので、電機 

メーカーＡが取扱説明書を自社のホームページにアップロードする場合は、 

役務通達にある「例えば、電気通信ネットワーク上のファイルへの記録等に 

より不特定多数の者が制限なく無償で入手可能とするための行為はこれに含 

まれない。」とする規定を適用することはできない。 

Ｂ 東京にあるＡ大学のＸ教授は、外為令別表の３の２の項（１）に該当する

エボラウイルスの増殖技術についての研究論文αをフランスの科学雑誌Ｂへ

投稿する予定である。来週、科学雑誌Ｂの編集長Ｙにメールで研究論文αを

送る予定であるが、場合によっては紙面の都合で、同誌に掲載されることが

保証されていないとしても貿易外省令第９条第２項第九号ホが適用できるの

で、役務取引許可は不要である。 

Ｃ パキスタンにある外国ユーザーリストに掲載されているＡ大学（懸念区分 

は、ミサイル、核）を卒業したパキスタン人の研究者Ｘ（素粒子物理学を専 

攻）は、日本の大学院Ｂに留学するために来日して、まだ２週間である。研 

究者Ｘの素粒子物理学の研究のためには日本の大学院Ｂに設置されているス 

ーパーコンピュータの使用が不可欠である。そのため、大学院Ｂの指導教官 

Ｚは、同コンピュータの操作説明書を研究者Ｘに提供する必要があるが、そ 

の操作説明書は外為令別表の８の項（１）に該当している。この場合、大学 

院Ｂは、この操作説明書を研究者Ｘに提供する際、役務取引許可の取得は不 

要である。 

Ｄ 大阪にある電機メーカーＡは、アメリカでの特許出願に先立ち、アメリカ 

の大手事務所Ｂに特許として成立するか否かの事前調査を依頼する。そのた 

め外為令別表の９の項（１）に該当する技術を記載した資料を同事務所Ｂに 

提供する。この技術提供は貿易外省令第９条第２項第十一号の「工業所有権 

の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録に必要な 小限の技術を提 

供する取引」にあたるので役務取引許可は不要である。 

Ｅ 名古屋にある工作機械メーカーＡのＸ営業部長は、フランスにある自動車 

部品メーカーＢのＹ技術部長より、自動車部品製造用に外為令別表の２の項 

（２）に該当するＮＣプログラム３セットの注文を受けた。工作機械メーカ 

ーＡは、メーカーＢとは初取引であったので、自社の輸出管理内部規程に基 

づき調査したところ、Ｙ技術部長は、フランスとイランの二重国籍を有して 

いることが判明した。この場合、工作機械メーカーＡは、提供地は、イラン 



で役務取引許可を取得する必要がある。  

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｃ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 

 

 



＜問題５＞（配点：１） 

次のＡからＥまでのうち、正しいものには○、誤っているものには×を付

した場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 国内にある工作機械メーカーＡは、リスト規制に該当しないＮＣ工作機械

３台を国内代理店Ｂに販売する予定である。工作機械メーカーＡは、当該Ｎ

Ｃ工作機械が、国内代理店Ｂにより、さらに国内の第三者Ｃに販売され、輸

出されることを知っている場合は、キャッチオール規制の客観要件のチェッ

クをし、客観要件を満たす場合は、必要な許可を取得する必要がある。 

Ｂ キャッチオール規制では、輸出令別表第３に掲げる地域を経由する場合、

たとえば、アメリカが経由地であれば、アメリカの輸出関連法規の適用を受

けるので、仕向地が非ホワイト国であっても、規制対象外とされている。 

Ｃ 少額特例の適用可否は、貨物が輸出される時点で判断することになってい

る。したがって、輸出契約が外貨で行われる場合は、当該貨物の輸出時点に

属する月の日本銀行が公表している換算レートで少額特例が適用できるか判

断する。 

Ｄ 仲介貿易取引規制では、輸出令別表第１の２の項から１６の項に該当する

貨物であって、船積地域と仕向地のいずれかが輸出令別表第３に掲げる地域

以外で、核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして、仲

介貿易おそれ省令で定める要件に該当するか、または、経済産業大臣から許

可申請をすべき旨の通知を受けた場合のみが対象となる。 

Ｅ 北海道にあるＸ大学のＡ教授は、パリにあるＹ大学で、リスト規制に該当

する技術を含む 新のロケットエンジンに関する講演会を行う予定である。

当該講演会には、３０ユーロ（約３，５００円）の参加費を払えば、一般の

人でも参加できるが、仮にイランや北朝鮮の政府関係者が多数参加していた

としても、役務取引許可は不要である。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

２．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

３．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

４．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ× Ｅ× 

５．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ× 



＜問題６＞（配点：１） 

ＡからＥのうち、誤っている説明の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 国内にある家電メーカーＡ社は、先月、アメリカにある大学を卒業した外 

国人Ｘ氏を採用した。契約期間は３年である。外国人Ｘ氏が担当する業務は 

新製品の開発であり、来週予定している研修時において、リスト規制該当技 

術を提供することになっている。この場合、家電メーカーＡ社は、研修を実 

施する前に役務取引許可が必要である。 

Ｂ 国内の事務機メーカーＡ社は、年に数回、海外子会社の新入社員を東京に 

あるＡ社に集め、新技術の発表会を実施している。今年度の発表の内容には、 

リスト規制該当技術も含まれていたが、海外子会社の新入社員であり、入社 

時に守秘義務契約も交わしているので、グループ外に情報が漏れることはな 

いと判断し、役務取引許可を取得しないまま説明を行うことにした。 

Ｃ 国内の部品メーカーＡ社は、未公開の新技術（リスト規制該当技術を含む。） 

の説明を行なうため、国内の業務提携先であるＢ社を訪問した。メーカーＡ 

社の担当者が会場に入ったところ、日本語に加え英語やフランス語の会話も 

聞こえてきた。Ｂ社の事務局に確認をしたところ、たまたまＢ社のベルギー 

にある親会社から、役員が数名出席をしていることが判明した。そこで、当 

初予定していた説明から、リスト規制該当技術の部分を急遽削除して、説明 

をすることにした。 

Ｄ 国内にあるＡ社は、ＤＶＤに格納されたソフトウエア製品αをタイにある 

日系の電機メーカーＢ社に提供することになった。当該ソフトウエア製品α 

の該非判定の結果は、外為令別表の６の項（３）に該当とソフトメーカーＣ 

社より連絡を受けたので、Ａ社は役務取引許可を取得し、当該ソフトウエア 

製品αの輸出申告時に、税関に対して外為令別表の６の項（３）に該当する 

旨の輸出申告をする必要がある。 

Ｅ 国内の翻訳企業Ａ社は、ニューヨークにある子会社Ｂ社に顧客の和文原稿 

の英訳業務を委託している。ただし、翻訳企業Ａ社は、顧客から英訳の注文 

を受ける際、和文原稿の外為令別表上の該非判定結果についても確認し、リ 

スト規制該当技術が含まれていない場合に限って子会社Ｂ社に委託している。 

 

 

１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 



＜問題７＞（配点：１） 

ＡからＥまでのうち、正しいものには○、誤っているものには×を付した

場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 国際機関が送付する貨物であって、我が国が締結した条約その他の国際約 

束により輸出に対する制限を免除されているものは、リスト規制該当貨物で 

あっても、輸出許可は不要である。なお、この貨物には輸出令別表第１の１ 

の項の中欄に掲げる貨物も含まれる。 

Ｂ 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の 

貨物は、リスト規制該当貨物であっても、すべて輸出許可は不要である。一 

方、これらの施設にリスト規制該当技術を提供する場合は、すべて役務取引 

許可が必要である。 

Ｃ 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物を輸出する際において貨物の総価額が 

少額特例の条件を満たせば、輸出許可は不要である。ただ、包括許可取扱要 

領の規定によれば、少額特例を適用するか否かの判断は輸出者に任されてい 

るので、少額特例が適用できる場合であっても、特別一般包括輸出・役務（使 

用に係るプログラム）取引許可を適用して、貨物を輸出することができる。 

Ｄ 国内にある工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者 

が入手又は聴講可能な技術を非居住者に提供する取引は、仮に当該技術がリ 

スト規制に該当する技術であったとしても、役務取引許可は不要である。 

Ｅ ウクライナで工業所有権の出願又は登録を行うために、当該出願又は登録 

に必要な 小限の技術を提供する取引は、その中にリスト規制に該当する技

術があったとしても、役務取引許可は不要である。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ Ｅ× 

２．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ× Ｅ× 

３．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

４．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ× 

５．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

 

 

 

 

 



＜問題８＞（配点：１） 

ＡからＥまでのうち、正しいものには○、誤っているものには×を付した

場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 東京にあるＡ社は、輸出令別表第３の２の地域であるエリトリアのおもち 

ゃ加工業者に産業用リベット銃を輸出する予定である。当該産業用リベット 

銃が、輸出令別表第１の１の項（１）に該当する場合、Ａ社は、安全保障貿 

易審査課に輸出許可申請を行う必要がある。 

Ｂ 大阪にあるＡ社は、スポーツ用の空気銃をコンゴ共和国の公的なスポーツ 

団体に輸出することになった。当該空気銃が、輸出令別表第１の１の項（１） 

に該当する場合、近くにある近畿経済産業局で輸出許可申請を行うことがで 

きる。 

Ｃ 名古屋にあるＡ社は、パキスタンにあるメーカーＸ社より、同一の注文で 

輸出令別表第１の６の項（１）に該当する軸受（価額９５万円）と６の項（６） 

に該当する測定装置（価額９６万円）の注文を受けた。メーカーＸ社に用途 

を確認したところ、いずれも同国陸軍で使用する、射程が３００キロメート 

ル以上の弾道ミサイルの製造に使用すると連絡を受けた。この場合でも、Ａ 

社は、少額特例が適用できる。なお、輸出令別表第１の６の項には、告示貨 

物はない。 

Ｄ 福岡にあるＡ社は、リスト規制に該当しない鋼材をインド向けに輸出する 

案件がある。ただ、インドの需要者Ｘ社は、航続距離が３００キロメートル 

以上の無人航空機の開発を行っているという噂があるＹ社の１００％子会社 

である。この場合、Ｘ社は、Ｙ社と資本的・人的関係を有していることから、 

核兵器等開発等省令第二号に該当するので、Ａ社は安全保障貿易審査課に輸 

出許可申請が必要である。 

Ｅ 長野にあるロボットメーカーＡ社は、ブルガリアにある原子力機関Ｘ社か 

ら、リスト規制に該当しないロボット１台の注文を受けた。Ａ社はＸ社に用 

途を確認したが、「用途は、守秘義務の関係があって話せない。」と拒まれた。 

この場合、核兵器等開発等省令の需要者要件に該当するので、Ａ社は、安全 

保障貿易審査課に輸出許可申請を行う必要がある。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○   

２．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ× Ｅ×   

３．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ×   

４．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ○   

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ×   

 



＜問題９＞（配点：１） 

企業の自主輸出管理に関して、ＡからＥまでのうち、適切なものには○、

適切でないものには×を付した場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 通信技術に関する世界各国の専門家による会合において、東京にある通信 

機メーカーＸ社の担当者Ａは、一部リスト規制に該当する携帯電話技術に関 

する講演をすることとなった。会合への参加は、自由であったが、実際は、 

各国の携帯電話会社の担当者とライバルの通信機器メーカーだけが参加して 

いる会合であった。メーカーＸ社は、欧米でも広く事業を展開していること 

から、担当者Ａは、自社の輸出管理内部規程に基づき、当日の参加者名簿を 

入手し、外国ユーザーリストやＤＰＬ等に掲載されている企業・団体がない 

か、事前に確認する予定である。 

Ｂ 東京にあるメーカーＡは、自社製品の輸出通関手続きを通関業者Ｂに委託 

している。ある輸出の際、メーカーＡの営業課長は、貨物Ｘが輸出令別表第 

１の７の項（１）に該当しているにもかかわらず、リスト規制非該当と誤っ 

て通関業者Ｂに連絡をしてしまった。その連絡を受けた通関業者Ｂでは、偶 

然にも担当者が通関手続きを行う前に、その誤りに気づいたので、メーカー 

Ａにその旨を伝えてきた。メーカーＡの営業課長Ｘは「通関業者Ｂが誤りに 

気づかなかった場合、無許可輸出となっていた。」と考え、速やかに自社の 

輸出管理部門に報告し、その再発防止のために必要な措置を講じることにし 

た。 

Ｃ １、２年前に政省令が一部改正され、大阪にあるメーカーＡの製品Ｘも輸 

出令別表第１の４の項該当から非該当となった。メーカーＡが、この法令改 

正の内容を知ったのは、１週間前であり、その間、メーカーＡは特別一般包 

括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用して、アメリカにあ 

るＩＴメーカーに輸出を繰り返し行っていた。この場合、メーカーＡは、無 

許可輸出をしていたわけではないので、特に経済産業省や税関に対して、説 

明する必要はなく、輸出管理内部規程上も問題ない。 

Ｄ 名古屋にあるメーカーＡでは顧客から『リスト規制に関する判定結果』を 

要求されるケースが 近特に増えてきている。確かに業務の負荷増につなが 

ってはいるが、リスト規制該当貨物や技術もあることから、メーカーの責任 

の一つと考え、顧客の輸出先や用途を確認の上、適切な該非判定のサービス 

を行っている。 

Ｅ 横浜にあるソフトウエア会社Ａは、リスト規制に該当する技術Ｘを非居住 

者Ｂへ提供することとなった。ソフトウエア会社Ａは、経済産業大臣に対し 

役務取引許可の申請を過去に一度も行なったことがなく、許可取得のノウハ 

ウも全く有していない。ある日この件を親会社Ｂに相談したところ、親会社 

Ｂが有する特別一般包括役務取引許可を適用して、提供すればよいと、親会 

社から提案がありソフトウエア会社Ａはその提案を受け入れることとした。 

なお、この親会社と非居住者Ｂとの間に取引の事実はない。 



１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

２．Ａ○ Ｂ○ Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

３．Ａ○ Ｂ○ Ｃ× Ｄ○ Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

５．Ａ× Ｂ× Ｃ○ Ｄ× Ｅ× 

 



＜問題１０＞（配点：１） 

    ＡからＥまでのうち、包括許可取扱要領について、誤っているものの組合 

せを選びなさい。なお、包括許可取扱要領の別表Ａは、別冊の参照条文に収 

録している。 

 

Ａ 東京にある貿易会社Ａは、輸出令別表第 1の２の項（８）、貨物等省令第 

１条第八号ロにのみ該当する貨物を、アメリカ合衆国（い地域①）に民生用 

途で輸出する場合、取得している特別一般包括輸出・役務（使用に係るプロ 

グラム）取引許可を適用することができる。 

Ｂ 大阪にある工作機械メーカーＡは、輸出令別表第 1の２の項（１２）、貨 

物等省令第１条第十四号にのみ該当する貨物を、中華人民共和国（ろ地域（ち 

地域を除く））にある車両メーカーＢに輸出する場合、取得している特別一般 

包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用することができる。 

Ｃ 横浜にある貿易会社Ａは、シンガポール（は地域②（ち地域を除く））にあ 

る日系の洗剤メーカーＢから、輸出令別表第 1の３の項（１）、貨物等省令 

第２条第１項第三号ヤに該当するトリエタノールアミン４０キログラムの注 

文を受けた。貿易会社Ａは、在庫としてトリエタノールアミン２０キログラ 

ムを持っていたので、まず２０キログラムを特別一般包括輸出・役務（使用 

に係るプログラム）取引許可を適用して、輸出し、残りは入荷次第、特別一 

般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用して、輸出する 

予定であるが、法的には問題ない。 

Ｄ 神戸にある電機メーカーＡは、来年早々にも中華人民共和国（と地域②） 

にある自社の販売子会社Ｂで、輸出令別表第１の７の項（６）に該当する太 

陽電池セルをストック販売する予定である。当該太陽電池セルを特別一般包 

括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用して輸出する場合、 

太陽電池セルのストック販売であれば、需要者が軍若しくは軍関係機関又は 

これらに類する機関であるおそれが少ないと認められる場合でも、経済産業 

省に届出の必要がある。 

Ｅ 東京にある工作機械メーカーＡは、インドネシア（ろ地域（ち地域を除く）） 

にある電機メーカーＢより、輸出令別表第１の２の項（１２）に該当する工 

作機械３台の注文を受けた。電機メーカーＢとは、初取引であったが、工作 

機械メーカーＡは、１年前に、タイにある子会社Ｃ向けに特定包括輸出許可 

を取得していたので、包括許可取扱要領の別表Ａで確認したところ、輸出令 

別表第１の２の項（１２）に該当する工作機械で、仕向地がインドネシアの 

場合は、「特定」と記載されていたので、特定包括輸出許可を適用して輸出 

できる。 

 



１．Ａ・Ｂ 

２．Ｂ・Ｃ 

３．Ｃ・Ｄ 

４．Ｄ・Ｅ 

５．Ｅ・Ａ 

 



＜問題１１＞（配点：１） 

    ＡからＥまでのうち、包括許可について、正しい説明には○、誤っている

説明には×を付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 

（前提条件） 

 ①東京にある貿易会社Ｘは、平成２３年１２月１日に当時の「一般包括輸 

出許可」（以下「当該一般包括輸出許可」という。）を、３年間の有効期 

限で更新した。 

 ②大阪にある貿易会社Ｙは、平成２３年１１月１日に当時の「一般包括役 

務取引許可」（以下「当該一般包括役務取引許可」という。）を、３年間 

の有効期限で更新した。 

③貿易会社ＸもＹも、平成２４年に施行された包括許可取扱要領の一部改 

正で、特に更新等は行っていない。 

④ＡからＥまでの輸出・提供先は、すべて民生用途で、用途・需要者に問 

題はない。 

 

Ａ 貿易会社Ｘは、平成２５年２月２６日に輸出令別表第 1の７の項（１）に 

該当する集積回路（価額１，０００万円）をタイにある日系の自動車メーカ 

ーＺに輸出する場合、当該一般包括輸出許可は、平成２４年に施行された包 

括許可取扱要領の一部改正により、既に失効しているので、適用できない。 

Ｂ 貿易会社Ｘが取得した当該一般包括輸出許可は、平成２５年２月２６日現 

在、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可と読み替え 

ることになっている。したがって、輸出令別表第１の７の項（１６）に該当 

する半導体製造装置と、当該装置で使用する外為令別表の７の項に該当する 

プログラムを香港にある電機メーカーＺに提供する場合、適用することがで 

きる。 

Ｃ 貿易会社Ｙが取得している当該一般包括役務取引許可は、平成２５年２月 

２６日現在、特別一般包括役務取引許可と読み替えることはできない。 

Ｄ 貿易会社Ｘは、平成２５年２月２６日に輸出令別表第１の６の項に該当す 

る軸受（価額２，０００万円）をタイにある日系の自動車メーカーＺに輸出 

する場合、当該一般包括輸出許可は、有効なので、適用することができる。 

Ｅ 貿易会社Ｙは、平成２５年２月２６日に外為令別表の７の項（１）に該当 

する集積回路の製造技術をタイにある日系の空調メーカーＺに提供する場 

合、当該一般包括役務取引許可は、有効なので、適用することができる。 

 

 



１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

２．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ Ｅ× 

３．Ａ○ Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

５．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題１２＞（配点：１） 

横浜にある貿易会社Ａは、以下のような取引について、どのような対応を 

すればよいか、 も適切なものを１つ選びなさい。 

 

［前提条件］ 

輸出先：ルクセンブルクにある日系現地法人Ｂ社 

需要者：ノルウェーの航空機部品加工メーカーＣ社 

輸出貨物：マシニングセンタ 1 台 価額は、７０万ユーロ 

    輸出令別表第１の２の項（１２）、貨物等省令第１条第十四号ロに該当。 

    外為令別表の２の項（２）、貨物等省令第１５条第２項に該当。 

その他①：貿易会社Ａ社は、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム） 

取引許可及び特別一般包括役務取引許可を取得している。 

その他②：メーカーＣ社のホームページには、民間航空機とともに軍用航空機

（戦闘機を含む。）の部品の製造・加工をしていることが写真入で掲

載されている。また、大量破壊兵器等に転用しない旨の誓約書は入

手しているが、通常兵器については記載がない。メーカーＣ社の担

当者に用途を確認したが、説明を拒まれた。納入設置先は、メーカ

ーＣ社の軍用航空機の工場内の一角である。 

 

１．この場合、貿易会社Ａ社は、取得している「特別一般包括輸出・役務（使 

用に係るプログラム）取引許可」及び「特別一般包括役務取引許可」を適用 

して輸出することはできないので、経済産業局に個別の輸出許可申請及び個 

別の役務取引許可を申請する必要がある。 

２．この場合、貿易会社Ａ社は、取得している「特別一般包括輸出・役務（使 

用に係るプログラム）取引許可」及び「特別一般包括役務取引許可」を適用 

して輸出する。ただし、通常兵器の部品加工の疑いがあるため、安全保障貿 

易管理課に事前に「届出」を行う。 

３．この場合、貿易会社Ａ社は、取得している「特別一般包括輸出・役務（使 

用に係るプログラム）取引許可」及び「特別一般包括役務取引許可」を適用 

して輸出する。ただし、通常兵器の部品加工の疑いがあるため、安全保障貿 

易審査課に事前に「届出」を行う。 

４．この場合、貿易会社Ａ社は、取得している「特別一般包括輸出・役務（使 

用に係るプログラム）取引許可」及び「特別一般包括役務取引許可」を適用 

して輸出する。ただし、通常兵器の部品加工の疑いがあるため、安全保障貿 

易審査課に事後に「報告」を行う。 

５．この場合、貿易会社Ａ社は、取得している「特別一般包括輸出・役務（使 

用に係るプログラム）取引許可」及び「特別一般包括役務取引許可」を適用 



して輸出する。ただし、通常兵器の部品加工の疑いがあるため、安全保障貿 

易検査官室に事後に「報告」を行う。 



＜問題１３＞（配点：１） 

    ＡからＥまでのうち、「輸出者等遵守基準を定める省令」について、下線 

部分の説明が正しい説明には○、誤っている説明には×を付した場合の正し 

い組合せを選びなさい。なお、「輸出者等遵守基準を定める省令」は、別冊 

の参照条文に収録している。 

 

Ａ 東京にある電機メーカーＡは、年に１００件以上、包括許可を使用して、 

リスト規制該当貨物や技術を外国に輸出・提供しているが、「輸出者等遵守基 

準を定める省令」によれば、同一の者を「該非確認責任者」と「統括責任者」 

に選任することはできないので、電機メーカーＡでは、「該非確認責任者」に 

は、同社の技術部長をあて、「統括責任者」には、代表権のある副社長をあて 

ている。 

Ｂ 大阪にある大手書店Ｘは、インターネットを通じて、書籍を海外に住んで 

いる日本人や外国人向けに提供している。販売している書籍は、すべて公知 

の技術であるが、顧客に外国ユーザーリストに掲載されている企業や団体が 

ある場合は、「輸出者等遵守基準を定める省令」によれば、「統括責任者」を 

選任する必要がある。 

Ｃ 神戸の個人Ｘは、大手電機メーカーを退職後、個人で、中国や韓国の電機 

メーカーなどにリスト規制に該当する半導体レーザーの技術コンサルタント 

を行っている。「輸出者等遵守基準を定める省令」によれば、個人の場合、需 

要者の情報や用途等を確認することは、企業や大学等とは異なり難しいので、 

免除されている。 

Ｄ 社員２０名の東京にあるポンプメーカーＡは、リスト規制に該当するポン 

プを製造し、年に２０回、輸出許可を取得している。ポンプメーカーＡでは、 

輸出については、専務取締役Ｘ、取締役ではない海外営業部長Ｙ、海外営業 

課員Ｚの３人で行っているので、海外営業課員Ｚを「該非確認責任者」、海外 

営業部長Ｙを「統括責任者」に選任している。この場合、「輸出者等遵守基準 

を定める省令」によれば、法的には問題ない。 

Ｅ 「輸出者等遵守基準を定める省令」第１条第二号イからホまでは、法的義 

務がある規定であるが、同条同号へからりまでの規定は、努力規定である。 

 

 

１．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

２．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

３．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

４．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ× Ｅ○ 



＜問題１４＞（配点：１） 

ＡからＤまでのうち、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合  

の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 東京にある貿易会社Ａは、あまり取引のないタイにある航空機関連メーカ 

ーＢより、今回１つの注文で、①日本製のカップラーメン２，０００個、② 

リスト規制に該当しないＬＥＤ３，０００個、③リスト規制に該当しないア 

ルミニウム管３，０００本の注文を受けた。貿易会社Ａの担当者は、念のた 

め、メーカーＢのＸ技術部長に用途を確認したところ、①は従業員の夜食用 

に使用し、②は民間航空機の照明に使用し、③は重水の製造に使うとメール 

で連絡を受けた。この場合、貿易会社Ａが、これらを輸出する際、輸出許可 

は不要である。 

Ｂ 東京にある素材メーカーＡのＸ社長は、北京首都国際空港の出発ロビーで 

待っていたところ、偶然、メインバンクで大阪にあるＢ銀行のＹ頭取と会っ 

た。当初は世間話をしていたが、Ｙ頭取から思いがけず、 近開発したリス 

ト規制に該当する無機繊維αについて聞かれたので、無機繊維αについて説 

明して、ご理解をいただいた。仮に、この説明の中にリスト規制に該当する 

技術があったとしても、このような場合は、役務取引許可は不要である。   

Ｃ 大阪にある貿易会社ＡのＸ営業部長は、取引先である東京にある工作機械 

メーカーＢのＹ技術部長と毎日のように電話やメールで外為令別表の６の項 

に該当する技術のやりとりを行っている。Ｙ技術部長が、Ｘ営業部長の要請 

で、午前中に外為令別表の６の項に該当する図面を添付メールで送った後、 

午後になってＸ営業部長が急な中国出張で、当該メールを出張先の北京のホ 

テルで見たとしても、役務取引許可は不要である。 

Ｄ 横浜にあるソフトメーカーＡは、アフリカにあるＢ国陸軍の傘下にある研 

究所Ｃより、リスト規制に該当しない汎用のＣＡＤソフト１０セットの注文 

を受けた。ただ、研究所Ｃの研究者は、Ｂ国陸軍と空軍から出向している研 

究者で、ソフトメーカーＡは、当該ソフトを使って、Ｂ国空軍からの委託に 

基づき、航続距離７０キロメートル程度の偵察用の無人航空機を設計したい 

と連絡を受けている。この場合、核兵器等開発等告示第一号には該当しない 

ので、ソフトメーカーＡは、役務取引許可は不要である。 

 

１．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ×  

２．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ○  

３．Ａ× Ｂ○ Ｃ○ Ｄ×  

４．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ○  

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ×  



＜問題１５＞（配点：１） 

個別許可の申請について、ＡからＥのうち、正しい説明には○、誤ってい 

る説明には×を付した場合の正しい組合せを選びなさい。 

 

Ａ 輸出令別表第１の１５の項に該当する貨物を輸出令別表第３の地域向けに 

輸出する場合、輸出許可の申請先は、経済産業局又は沖縄総合事務局である。 

Ｂ 輸出令別表第１の１４の項に該当する貨物を輸出令別表第３の地域向け以 

外に輸出する場合、輸出許可の申請先は、本省の安全保障貿易審査課である。 

Ｃ 輸出令別表第１の５から１３までの項の中欄に掲げる貨物のうち、総価額 

が１００万円（輸出令別表第３の３に掲げる貨物にあっては５万円）以下の 

もの（外国向け仮陸揚げ貨物を除く。）を輸出令別表第３以外の地域を仕向地 

として輸出しようとする場合であって、輸出令第４条第１項第三号イ、ロ又 

はニのいずれかに該当するものの輸出許可の申請先は、本省の安全保障貿易 

審査課である。 

Ｄ 外為令別表の１５の項に該当する技術を輸出令別表第３の地域において当 

該地域の非居住者（取引の相手方、かつ、利用する者でもある）に提供する 

場合、役務取引許可の申請先は、経済産業局又は沖縄総合事務局である。 

Ｅ 外為令別表の１４の項に該当する技術を輸出令別表第３の地域において当 

該地域の非居住者（取引の相手方、かつ、利用する者でもある）に提供する 

場合、役務取引許可の申請先は、経済産業局又は沖縄総合事務局である。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

２．Ａ× Ｂ× Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

３．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ○ Ｅ× 

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ× Ｅ○ 

 

 



＜問題１６＞（配点：１）  

ⅠからⅤまでは、役務通達における用語の解釈である。文中の（Ａ）から 

（Ｄ）に当てはまる語句として、正しい組合せのものを選びなさい。 

 

Ⅰ 取引とは、有償無償にかかわらず、取引当事者双方の合意に基づくものを 

いい、提供することを目的とする取引とは、（Ａ）に対して技術を対外的に 

提供すること自体を内容とする取引をいう。 

Ⅱ 特定国の非居住者とは、外為法の規定及び外国為替法令の解釈及び運用に 

ついて(昭和５５年蔵国第４６７２号)に規定する基準に基づく自然人又は 

法人であって、特定国に属する(居所若しくは住所又は（Ｂ）の所在を判断 

の基準とする)者をいう。 

Ⅲ （Ａ）が技術情報を受領する場所が特定国であるとは、当該取引における 

（Ｃ）が特定国であることをいう(特段の定めがなければ（Ａ）の居所、住 

所又は（Ｂ）の所在地が（Ｃ）であると考えられる。)。 

Ⅳ 許可を受けた外為法第２５条第１項の取引により技術の提供を受けた（Ａ） 

とは、契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度に 

おいて（Ｄ）を含む。 

Ⅴ 外国において提供を受けたとは、（Ａ）に提供する技術を外国において（Ｅ） 

より提供を受けたことをいう(居住者の指示により、（Ｅ）から（Ａ）に対 

して、直接特定記録媒体の提供又は技術情報の電気通信による送信が行わ 

れる場合を含む。)。 

 

 

１．（Ａ）には「取引の契約先」、（Ｅ）には「非居住者」が入る。 

２．（Ｂ）には、「主たる自然人及び法人」、（Ｃ）には「契約上の受渡場所」が 

入る。 

３．（Ｂ）には、「主たる法人」、（Ｄ）には「当該技術の利用する者」が入る。 

４．（Ａ）には、「取引の相手方」、（Ｅ）には、「第三者」が入る。 

５．（Ｃ）には、「契約上の履行地」、（Ｄ）には、「当該技術を利用する予定の者」 

が入る。



＜問題１７＞（配点：１） 

ＡからＤのうち、正しい説明には○、誤っている説明には×を付した場合 

の正しい組合せを選びなさい。 

 

Ａ 大阪にある貿易会社Ａは、アメリカ合衆国にあるメーカーＢから、輸出令

別表第１の７の項に該当するマイコン１，０００個（価額５００万円）の注

文を受けた。そこで、在庫がある香港にある倉庫から、当該マイコンをアメ

リカ合衆国向けに出荷する予定である。この場合、仲介貿易取引ではないの

で、香港から輸出する前に安全保障貿易審査課に輸出許可申請をする必要が

ある。 

Ｂ 横浜にある貿易会社Ａは、シンガポールにあるメーカーＢから、リスト規

制に該当しない汎用のネジを１，０００個購入し、パキスタンのメーカーＣ

に売却する予定である。当該ネジは、メーカーＢの大韓民国にある倉庫から

出荷され、パキスタンにあるメーカーＣに直接輸出されることになっている。

貿易会社Ａは、メーカーＣより長距離弾道ミサイルの製造に使用すると連絡

を受けていた場合、仲介貿易取引について、安全保障貿易審査課に許可申請

をする必要がある。 

Ｃ 東京にある貿易会社Ａの香港支店は、韓国にあるメーカーＢから、リスト

規制に該当しないニッケル合金の板を５０トン購入する契約を締結し、当該

ニッケル合金の板をパキスタンのメーカーＣに売却する契約を締結する予定

である。当該ニッケル合金の板は、メーカーＢの上海にある倉庫から出荷さ

れ、パキスタンにあるメーカーＣに直接輸出されることになっている。この

場合、当該香港支店は、メーカーＣより大陸間弾道ミサイルの製造に使用す

ると連絡を受けていた場合、貿易会社Ａは、仲介貿易取引について、安全保

障貿易審査課に許可申請をする必要がある。 

Ｄ 上記Ｃの取引で、東京にある貿易会社Ａの香港支店ではなく、貿易会社Ａ

の香港にある現地法人の場合は、仲介貿易取引について、安全保障貿易審査

課に許可申請をする必要はない。 

  

 

１．Ａ× Ｂ× Ｃ○ Ｄ×  

２．Ａ× Ｂ× Ｃ○ Ｄ○  

３．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ×  

４．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ○  

５．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ×  

 



＜問題１８＞（配点：１） 

提出書類通達で規定されている「許可条件」について、ＡからＥのうち、

正しい説明には○を、誤っている説明には×を付した場合の組合せを選びな

さい。なお、外為法の条項そのものの正誤を問うものではない。 

 

Ａ 許可条件は、外為法第６９条第１項に基づき付されるが、許可条件に違

反した者には外為法第９章罰則において懲役若しくは罰金又はこれを併科

すると規定されている。 

Ｂ 再輸出若しくは再販売又は再提供に係る事前同意について、 終需要者 

が確定している場合の事前同意の対象は、原則貨物の再輸出（技術の再提 

供（当初の技術の提供先国以外の国で提供する場合に限る。））に限定され 

たが、輸出者が通常の事業活動の範囲において、貨物が再販売又は技術が 

当該提供先国内で再提供されたことを知った場合に、事前同意の対象でな 

くとも可能な範囲で経済産業省に情報提供をお願いされている。 

Ｃ 輸出した貨物が規制対象の仕様を満たさなくなったとき又は規制が改正 

され非該当になったときでも、 終需要者から誓約書に基づく事前同意を 

求められた場合、輸出者は許可条件に基づいて経済産業省に事前同意に係 

る手続をとらなければならない。 

Ｄ 輸出者が事前同意手続をとった結果、経済産業省が「同意しません」と 

連絡してきた場合、不服があったとしても、法令上、意見を述べる手続は  

なく、また 終需要者又は輸入者に対して速やかに不同意結果の連絡をす 

ることが求められている。 

Ｅ 事前同意以外の許可条件についても課されることがあるが、その場合、

本省安全保障貿易審査課から許可証が発給されるものに限られる。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ○ Ｅ× 

２．Ａ○ Ｂ○ Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

３．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ× Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

５．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

 



＜問題１９＞（配点：１） 

  包括許可取扱要領に基づく一般包括許可と特別一般包括許可に関する説明

で、正しいものには○、誤っているものに×を付した場合の組合せを選びな

さい。 

 

Ａ 一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可については、通

関場所が複数ある場合、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可と同様に「包括輸出許可証分割申請理由書」を提出して分割の手

続ができる。 

Ｂ 特別一般包括許可の適用範囲は一般包括許可の範囲を包含しているが、

特別一般包括許可を有している者でも、内部管理上、欧米等のホワイト国

のみとの取引しかない部門に一般包括許可を使用させたいと考えて、追加

で一般包括許可の申請を行うことができる。このように同一の者が特別一

般包括許可と一般包括許可を同時に有することは認められている。 

Ｃ 一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可、一般包括役務

取引許可の範囲には、特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）

取引許可、特別一般包括役務取引許可の範囲と同様に、ホワイト国向けに

限定されるが「返送に係る輸出」、「返送に係る技術の提供」も含まれてい

る。 

Ｄ 特別一般包括許可の申請者の要件に「外為法等遵守事項の実施状況につ

いて、安全保障貿易検査官室による実地の調査（立入検査を含む。）を受け

ている者」が加わったが、この要件は新規申請者にのみに適用され、許可

の更新者には適用されないと解されている。 

Ｅ 特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可と特別一般

包括役務取引許可は、「役務（使用に係るプログラム）取引」に関して範囲

が重複しているが、両方の許可を有している場合、包括役務取引許可のマ

トリックスに「特別一般」と表記されている提供地に「使用に係るプログ

ラム(ソースコードが提供されるものを除く。)」を提供するに際して、許

可適用の優先順位はなく、どちらの許可を適用しても構わない。 

 

 

１．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ○ Ｅ× 

２．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

３．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

５．Ａ○ Ｂ× Ｃ× Ｄ○ Ｅ× 



＜問題２０＞（配点：１） 

日本企業が米国輸出管理規則に基づく輸出管理を実施する際の記述で、正し

いものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを選びなさい。 

 

Ａ 外為法のキャッチオール規制に該当する米国原産品目を再輸出する場合、

外為法のキャッチオール規制に従った輸出管理によりその米国原産品目が

大量破壊兵器等に転用されない事が確認できれば、米国政府の再輸出許可を

取得する必要はない。 

Ｂ 米国輸出管理規則では輸出関連書類の保存期限は５年間と規定されてい

る。 

Ｃ 外為法も米国輸出管理規則もともに国際輸出管理レジームの規制内容を

遵守する為の法であるため、外為法を遵守するための輸出管理を実施してい

れば、同時に米国輸出管理規則を遵守していると考えられる。 

Ｄ 米国から貨物、ソフトウエアを一切輸入していない企業は、たとえ米国の

子会社から導入した製造技術を基に日本で製造した品目を日本から海外に

輸出していても、米国再輸出規制に留意する必要はなく、日本の輸出管理規

制を遵守する事だけを考えればよい。 

Ｅ 輸出管理制度が整備されていない国に在る海外子会社であっても、米国原

産品を再輸出する場合には、米国輸出管理規則に基づく輸出管理を実施すべ

きである。 

 

１．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ○ Ｅ× 

２．Ａ○ Ｂ× Ｃ○ Ｄ○ Ｅ○ 

３．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ× 

４．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ○ Ｅ○ 

５．Ａ× Ｂ○ Ｃ× Ｄ× Ｅ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



＜問題２１＞（配点：２） 

米国輸出管理規則(ＥＡＲ)で規定されている｢エンドユース規制｣(いわゆ

るキャッチオール規制)に関する記述として、誤っているものをすべて選びな

さい。 

 

１．日本からインドに戦車設計用途を知りながらＥＡＲ99 の品目 (ＥＡＲ対

象であるがリスト規制非該当の品目。以下同様)を再輸出する場合、｢エン

ドユース規制｣は適用されない。 

２．日本国内において生物兵器開発用途を知りながらＥＡＲ99 の品目を販売

する場合、｢エンドユース規制｣は適用されない。 

３．英国からフランスに化学兵器製造用途を知りながらＥＡＲ99 の品目を再

輸出する場合、｢エンドユース規制｣は適用されない。 

４．ドイツから認定エンドユーザー(VEU：Validated End-User)として現在の

ＥＡＲに規定されている企業･団体に核兵器製造用途を知りながらＥＡＲ

99 の品目を再輸出する場合、｢エンドユース規制｣が適用される。 

５．日本から中国に戦闘機開発用途を知りながらＥＡＲ99 の品目を再輸出す

る場合、｢エンドユース規制｣が適用される。 

 

 

 

 



＜問題２２＞（配点：２） 

次の米国輸出管理規則に基づく輸出許可の取得の要否に関する記述で、正

しいものをすべて選びなさい。なお、当該取引は、当該貨物の日本からの輸

出であり、各設問で記載されている以外の大量破壊兵器用途及び懸念顧客等

の要件には該当していないものとする。 

 

１．規制品目番号 3B002 に該当する品目をフィリピン(Ｂ国群)に輸出する場合

には、輸出許可申請は不要である。 

２．規制品目番号 3B002 に該当する品目の中国(Ｄ：１国群)向けの輸出におい

て、当該品目の価格が 400 ドルの場合には、許可例外ＬＶＳが適用できる。 

３．米国から許可例外ＴＳＲを適用して輸出された技術(3E001)に基づいて直

接的に製造された直接製品が 3B002 に該当する場合であっても、直接製品は

キューバ及びＤ：１国群向けの場合のみ許可申請が必要であるため、当該直

接製品のシリア向け輸出には輸出許可申請は不要である。 

４．規制品目番号 3B002 に該当する品目をフランス(Ａ：１国群)に輸出する場

合には、輸出許可申請は不要である。 

５．規制品目番号 3B002 に該当する品目には許可例外ＣＩＶ又はその他の許可

例外が適用できないため、この品目を中国(Ｄ：１国群)向けに輸出する場合

に、民生企業の民生用途向けであっても、輸出許可申請が必要である。 

 

 

（参考） 

＜規制品目リスト(抜粋)＞ 

3B002 Test equipment specially designed for testing finished or 

unfinished semiconductor devices as follows ・・・・・・・. 

License Requirements 

Reason for Control: NS, AT 

Control(s)    Country Chart 

NS applies to entire entry  NS Column 2 

AT applies to entire entry  AT Column 1 

License Exceptions 

LVS: $500 

GBS: Yes 

CIV: N/A 



＜カントリーチャート(抜粋)＞ 

CB NP NS MT RS FC CC AT 
 

 

Countries C

B

1

C 

B 

2 

C 

B 

3 

N 

P 

1 

N

P

2

N

S

1

N

S

2

M

T

1

R

S

1

R

S

2

F

C

1

C

C

1

C 

C 

2 

C 

C 

3 

A 

T 

1 

A 

T 

2 

China × × × ×  × × × × ×  ×  ×   

France ×     ×  × ×        

Philippin

es 

× ×  ×  × × × × ×  ×  ×   

 

 

 



＜問題２３＞（配点：２） 

ドイツの企業から集積回路の注文があった。用途を確認したところ、当該集 

積回路は戦車の部品として使用され、当該戦車はブルガリアの軍に納入され 

るとのことであった。この場合に以下の記述の中で、正しいものをすべて選 

びなさい。 

 

１．当該集積回路が輸出令別表第１の１の項（７）（軍用車両若しくはその附属

品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品）に該当する場合であっても、２

０１１年１２月の「防衛装備品等の海外移転に関する基準」についての内閣

官房長官談話に基づき、当該項番の輸出許可は不要である。 

２．当該集積回路が輸出令別表第１の１の項（７）（軍用車両若しくはその附属

品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品）に該当する場合、特別一般包括

輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可は失効となる。 

３．当該集積回路が輸出令別表第１の７の項（１）（集積回路）のみに該当する

場合、一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可は失効となる。 

４．当該集積回路が輸出令別表第１の７の項（１）（集積回路）のみに該当する

場合、総価額が３万円であれば少額特例は適用できる。 

５．当該集積回路が輸出令別表第１の１の項から１５の項までのいずれの項に 

も該当しない場合であっても、武器輸出三原則等の観点から経済産業大臣の 

輸出許可が必要である。 

 

 

 

 

 



＜問題２４＞（配点：２） 

インドの企業から輸出令別表第１の２の項（３１）に該当する固体レーザー

発振器を受注した。需要者は当該企業であり、用途は自動車の車体の加工用

である。当該受注に関する輸出許可申請を行う場合に以下の記述の中で、正

しいものをすべて選びなさい。 

 

１．当該輸出許可申請に必要となる 終用途誓約書を需要者から取得する場合

は、 終用途誓約書に係る注意事項の内容を需要者に十分説明し、需要者が

理解したことを確認することが重要である。また、法令等による義務付けは

ないが、自主管理として説明相手の名前及び肩書、説明者の名前及び肩書、

日付並びに説明を受けた上で需要者が誓約書に署名したことの記録を残すこ

とが望ましい。 

２．需要者による 終用途誓約書には、当該貨物を実際に使用し、責任を持っ

て管理する者が署名しなければならない。 

３．法令等に基づけば、需要者による 終用途誓約書は１通作成すればよいが、

需要者の信頼度、製品の機微度等によっては２通作成し、そのうち１通は需

要者の保管用とすることも確実な管理を行うための一つの方法である。 

４．当該貨物が大量破壊兵器の開発等を助長する懸念の有無については、輸出

者ではなく、経済産業省が判断するので、経済産業省で適切に審査が行える

ように輸出者は輸出許可申請の提出書類に事実を正確に記載する。 

５．当該輸出許可申請は、経済産業省安全保障貿易審査課における窓口申請の

他、郵送申請又は電子申請によっても行うことができる。 



＜問題２５＞（配点：２） 

中国の大学から３００万円のカメラ１台の注文があった。当該大学が需要者

であり、外国ユーザーリストに掲載されている。用途は太陽電池の研究である。

当該カメラは輸出令別表第１の１０の項（４）貨物等省令第９条第八号ロ（五）

に該当する（告示貨物ではない）。この場合に以下の記述の中で、正しいもの

をすべて選びなさい。 

 

１．当該大学のホームページも確認した上で取引審査を行った。ただし、リン

ク先にアラビア語のような言語で書かれたページがあり、全く意味がわから

なかったので、そのページについては取引審査を行うための情報には含めな

かった。 

２．中国で開催された画像機器の展示会において、当社の営業担当者がアメリ

カの競合メーカーの営業担当者と雑談をしたとき、当該大学が太陽電池の研

究と偽って核開発に使用するカメラの調達をしているので注意した方がよい

という話を聞いた。そのため、当社では慎重に情報収集を行ったが、そのよ

うな情報は全く得られなかったので、取引審査においてこの点については問

題ないと判断した。 

３．外国ユーザーリストに掲載されている大学であるが、明らかガイドライン

に基づき厳正に審査を行った結果、当該貨物の用途並びに取引の条件及び態

様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び核兵器等開発等省令の別表に掲げ

る行為以外のために用いられることが明らかであると判断した。また、核兵

器等の開発等以外の軍事用途にも用いられないと判断した。さらに、経済産

業大臣からの通知もなかったので、当社が取得している特別一般包括輸出・

役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用して輸出することとした。 

４．特別一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可を適用して輸

出するため、輸出令別表第１の項及び番号並びに貨物等省令の該当規定をイ

ンボイスに記載しなければならないが、記載する場所が限られていたため、

１０の項（４）貨物等省令第９条第八号ロ（五）ではなく、簡素化して１０

－４ ９－８－ロ（５）と記載した。 

５．上記１．から４．まですべて誤っている。 

 

 

 

 

 

 

 



問題文中で使用される用語・略称について 

ＡＴＡ条約 物品の一時輸入のための通関手帳に関する通関条約 

外為法 外国為替及び外国貿易法 

輸出令 輸出貿易管理令 

外為令 外国為替令 

貨物等省令 輸出貿易管理令別表第 1及び外国為替令別表の規定に

基づき貨物又は技術を定める省令 

貿易外省令 貿易関係貿易外取引等に関する省令 

核兵器等開発等省令 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそ

れがある場合を定める省令 

通常兵器開発等省令 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第 1の 1の項の中欄に

掲げる貨物（核兵器等に該当するものを除く。）の開発、

製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を

定める省令 

文書等告示 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそ

れがある場合を定める省令第二号及び第三号の規定に

より経済産業大臣が告示で定める輸出者が入手した文

書等 

仲介貿易おそれ省令 外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は

贈与に関する取引に係る貨物が核兵器等の開発等のた

めに用いられるおそれがある場合を定める省令 

核兵器等開発等告示 貿易関係貿易外取引等に関する省令第 9条第 2項第七

号イ及び第八号イの規定により経済産業大臣が告示で

定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のた

めに利用されるおそれがある場合 

通常兵器開発等告示 経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が

輸出貿易管理令別表第 1の 1の項の中欄に掲げる貨物

（核兵器等に該当するものを除く。）の開発、製造又は

使用のために利用されるおそれがある場合 

無償告示 輸出貿易管理令第 4条第 1項第二号のホ及びヘの規定

に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべ

きものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべ

きものとして無償で輸出する貨物 

告示貨物 輸出貿易管理令別表第３の３の規定により経済産業大

臣が定める貨物 

運用通達 輸出貿易管理令の運用について 

役務通達 外国為替及び外国貿易法第 25 条第 1項及び外国為替令



 第 17 条第 2項の規定に基づき許可を要する技術を提供

する取引又は行為について 

提出書類通達 輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可

申請に係る提出書類及び注意事項等について 

キャッチオール規制

通達（補完規制通達） 

大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制に

関する輸出手続等について 

包括許可要領 包括許可取扱要領 

 

大臣通達 「不拡散型輸出管理に対応した輸出関連法規の遵守に

関する内部規程の策定又は見直しについて」として当

時の通商産業大臣（現：経済産業大臣）名で輸出関連

団体の長あてに要請した通達（平成 6年 6月 24 日付）

をいう。 

平成 18 年 3 月 3 日に新たに「安全保障貿易に係る輸

出管理の厳正な実施について」という大臣通達が出さ

れ、企業における輸出管理の徹底を求めている。 

リスト規制 輸出令別表第 1の 1から 15 の項、外為令別表の 1から

15 の項で規制されている貨物及び技術をいう。専ら機

能・仕様（スペック）に着目した規制。 

キャッチオール規制 大量破壊兵器キャッチオール規制と通常兵器キャッチ

オール規制の両方の概念を含む総称。専ら需要者及び

用途に着目した規制。リスト規制を補完するという意

味で、補完的輸出規制ともいう。 

明らかガイドライン 核兵器等開発等省令第二号、第三号のかっこ書（輸出

しようとする貨物の用途並びに取引の条件及び態様か

ら、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行

為以外のために用いられることが明らかなとき）又は

核兵器等開発等告示の第二号、第三号にあたるかを判

断するために、「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る

補完的輸出規制に関する輸出手続等について」の１

（６）で「輸出者等が「明らかなとき」を判断するた

めのガイドライン」として定められている判断基準。 

懸念貨物例 「大量破壊兵器等及び通常兵器に係る補完的輸出規制

に関する輸出手続等について」（キャッチオール規制

通達）の１（３）で規定されている。リスト規制に該

当しない貨物の中で、特に大量破壊兵器の開発等に使



用されるおそれの強い貨物として４０品目が規定さ

れ、用途・需要者の確認を慎重に行う必要がある。 

 平成２４年８月１３日より、シリア向けに１１品目

が追加された。 
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